
資料6-1

「二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る地球温暖化対策

技術の普及等推進事業

(旧)地球温暖化対策技術普及等推進事業」

（事後評価）

（平成２３～２９年度 ７年間）

事業概要 （公開）

ＮＥＤＯ国際部地球環境対策推進室

平成２９年６月５日
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１. 事業の必要性

◆政策的位置付け
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各国別の温室効果ガス排出量シェア
（エネルギー起源）

我が国の温室効果ガスの排出量シェアは３．７％でしかなく、大幅な排出削減のためには、
海外での取り組みが重要。

我が国のＣＯ２限界削減費用は世界最高水準。他方、途上国のＣＯ２限界削減費用は総じて
低く、優れた低炭素技術の海外展開によるＣＯ２削減ポテンシャルが大きい。

※平成２６年時点 【出典】ＩＥＡデータを基にＮＥＤＯ作成

ＣＯ２限界削減費用の国際比較

【出典】（公財）地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）資料を
基にＮＥＤＯ作成

削減コスト
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※出典 日本国政府資料を基にＮＥＤＯ作成

パートナー国

１. 事業の必要性

優れた低炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や緩和活動を加速し、途
上国の持続可能な開発に貢献

パートナー国での日本の温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・検証（ＭＲ
Ｖ）方法論を適用することで、定量的に適切に評価し、日本の排出削減目標の達成に活用

ＣＤＭを補完し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国
連気候変動枠組み条約の究極的な目的達成に貢献

モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、
コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン

ＪＣＭ署名国（全１７か国）（署名時期順、平成２９年５月現在）
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１. 事業の必要性

◆ＪＣＭ制度の政策的位置付け

• 先進国・途上国を問わず、排出削減
のための約束草案（ＩＮＤＣ）を提出。

• ＪＣＭは、「温室効果ガス削減目標積
み上げの基礎とはしていないが、日
本として獲得した排出削減・吸収量を
我が国の削減として適切にカウントす
る。」とされた。

約束草案（ＩＮＤＣ）
（我が国は平成２７年７月提出）

• 産業革命前からの気温の上昇を、
２℃を十分に下回る水準に抑えること。

• 先進国だけでなく途上国も参加。

• ＪＣＭを含む国際的な市場メカニズム
を各国の削減目標の達成に活用。

パリ協定
（平成２８年１１月発効）

• 二国間オフセット・クレジット制度等を
通じた優れた低炭素技術の海外展開
を推進する。

経済財政運営と改革の
基本方針２０１６

（平成２８年６月２日閣議決定）

• 我が国の削減目標達成のためＪＣＭ
を積極的に活用すべく、今後３年間で
署名国を１６か国に増やすことを目指
す。

エネルギー基本計画
（平成２６年４月１１日閣議決定）

• ２０３０年度に２０１３年度比で２６％削
減するための施策を明確化。

• 我が国の削減目標達成に活用するた
め、ＪＣＭを構築・実施。

• ＮＥＤＯやＪＩＣＡ、ＡＤＢなどとの連携も
含めたプロジェクト形成支援の実施。

地球温暖化対策計画
（平成２８年５月１３日閣議決定）

ＪＣＭ
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１. 事業の必要性

◆二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る地球温暖化対策技術の普及等推進事業

●低炭素技術の普及・移転のための事業性評価、温室効果ガス（GHG)排出削減効果の評価手法

等の確立、プロジェクトの実施に係るファイナンスその他の制度・環境整備方策等に関する調査を
実施し、ＪＣＭ実証事業化によるＪＣＭプロジェクト化を目指す。

●ＪＣＭプロジェクトとして実施することを目的として既に導入されている、若しくは導入が確実なＧＨ
Ｇ排出削減効果の期待できる機械設備にＭＲＶ方法論を適用し、ＧＨＧ排出削減量の検証や、ＭＲ
Ｖの効果確認、適用可能性（相手国協力企業等 のＭＲＶ適応能力の向上等を含む）の検討及び
フィードバックを行う。

●具体的な排出削減プロジェクトを対象に、同プロジェクトのＧＨＧ排出削減効果、省エネルギー又
はエネルギー代替効果等について、ＪＣＭの活用により、当該技術・システムの有効性を確認する
技術実証を実施。(クレジット取得は目的でなく効果の定量化のために制度を利用。）

（ＪＣＭパートナー国での実施に限定）

（ＪＣＭパートナー国での実施に限定）

①ＪＣＭプロジェクト実現可能性調査

②ＪＣＭ実証事業

③ＭＲＶ適用調査

ＪＣＭ実証事業は、（１）ＪＣＭ制度を活用して、優れた低炭素技術・製品等の調査や技術実証事業を
行い、当該技術・システムの有効性を実証し、これらの海外への普及を促進すると共に、（２）ＭＲＶ方
法論を適用し、第三者機関による検証やＪＣＭ合同委員会の審査といったＪＣＭ手続きを活用すること
で、途上国を中心とした地球規模での地球温暖化対策に貢献する （クレジット取得が目的ではなく、効
果の定量化のために、制度を利用）。
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（１）石油代替エネルギー・省エネルギー等に関する海外での実証事業及び当該技術の普
及に関する深い知識や経験を有していること。

（２）平成２０（２００８）～平成２４（２０１２）年度までに政府目標（約１億ｔ-ＣＯ２ ）の約９７％に
相当する約９７００万ｔ-ＣＯ２を政府保有口座に移転完了する等、地球温暖化対策にお
いても深い知識と経験を有していること。

（３）昭和５５（１９８０）年の設立以来、国内の省エネ・再エネ・環境等の技術開発を推進して
きており、地球温暖化対策に係る国内随一の技術の蓄積があること。

◆ＮＥＤＯが関与する意義

１. 事業の必要性

（参考）ＮＥＤＯの知識及び経験

（１）低炭素技術の海外での導入・普及においては、当該技術の現地特有の気候
・操業環境下等での有効性の確認や操業最適化、さらにそれらを踏まえた普
及策の展開が必要となるが、市場や普及施策の未整備により、事業者が単
独で対応するには種々の困難が存在。

（２） このため、本分野に深い知見を有するＮＥＤＯがプロジェクトオーナーとなり、

相手国政府と協力体制を構築しつつ、事業全体のマネジメントを実施するこ
とにより、事業全体を的確に推進することができる。
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１. 事業の必要性

◆事業の目標

ＪＣＭ方法論を完成させ、両国政府の代表者により構成される合同委
員会でのＪＣＭプロジェクト登録を達成する。

⇒ 平成２９年度までに、１０本以上の温室効果ガス削減プロジェクトを
実施する。
（ＮＥＤＯ・平成２５年度事業評価時目標）

実証事業を通じて削減された温室効果ガスの排出量を、定量的評価手
法により「見える化」することで、我が国のエネルギー・環境技術による
貢献として適切に評価できるようにする。

これらの取り組みを通して、パートナー国での優れた低炭素技術等の
普及及びそのために必要な制度の整備に貢献する。
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◆枠組み・実施計画

2. 事業の効率性

ＪＣＭ制度が構築される以前の平成２３～２４年度は、案件組成及び方法論の開発を目
的とした、調査事業に注力。

ＪＣＭ制度が構築された平成２５年度以降は、ＪＣＭ制度の活用をベースに、①ＪＣＭプロ
ジェクト実現可能性調査、②ＪＣＭ実証事業及び③ＭＲＶ適用調査について、公募により
事業者・テーマを選定し、事業を実施した。

事業の実施に当たっては、国際エネルギー実証事業＜100%委託>の枠組を基礎として、
ＪＣＭ実証事業特有のＪＣＭ業務（ＭＲＶ方法論やＰＤＤ（Project Design Document）の
開発、合同委員会への登録のための審査・検証等）を組み込んだ制度設計とした。

プロジェク
ト準備 実証事業

ＪＣＭ方法論
登録

プロジェクト
申請・審査

プロジェクト
登録

設計・製作・搬入・設置 運転・実証

ＪＣＭ実証事業の業務フロー ：実証に係る業務 ：ＪＣＭ特有の業務

モニタリング

TPE
（第三者機関）
による削減量

の検証

クレジット
発行申請

クレジット
発行
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事業の実施フロー

（※）ＪＣＭ実証事業に係るＪＣＭ実証前調査及びその後の事業化評価は、平成２５年度に
実施した中間評価において、役割・費用分担やMOU締結の準備等、実証事業に特化し
た事前準備が不十分であったとの指摘を受けて、平成２６年度より導入された。

2. 事業の効率性

公

募

実現可能性調査
（半年～１年）

ＪＣＭ

実証前
調査※
（半年）

事
業
化
評
価

ＪＣＭ実証
（約２.５年）

ＭＲＶ適用調査
（約２年）

民間案件として実施又は実施を検討中

環境省、ＪＩＣＡ、国際機関等の施策により実施

事業化断念等その他

公

募
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・推進部の技術に係る知見
・外部有識者の審査
⇒採択決定 ＮＥＤＯ事業



2. 事業の効率性

ＪＣＭ実証事業の実施体制

合同委員会

日本 パートナー国

ＮＥＤＯ 担当省庁ＭＯＵ

日本企業 現地企業

委託
契約

監督
指導

ＩＤ

ID: Implementing Document
実施協定書

ＪＣＭ実証事業は、日本政府と、二国間文書等によりＪＣＭを構築したパートナー国政府
から構成される合同委員会の傘の下、ＮＥＤＯがパートナー国のカウンターパート省庁と
の間で、事業の基本的枠組み（実施体制、作業分担及び工程等）につきMOU/IDで合意
し、二国間協力事業として実施する。

プロジェクトチームを構成することで、ＮＥＤＯ
全体の知見を活用したマネジメントを実施。

ＪＣＭ特有の業務は主管部が担い、その知
識・経験を主管部内に蓄積。

ＪＣＭ業務の
実施

技術に係る
知見の活用

プロジェクトマネージャー

主管部 推進部

プロジェクト責任者

ＮＥＤＯ体制：プロジェクトチーム

主管部：国際部地球環境対策推進室
推進部：省エネ部、新エネ部、スマコミ部、環境部

日本 パートナー国

主体的に
実施

実証事業の全体計画、実証設
備の基本設計・詳細設計・製
作・調達、設備（機器）の輸送
（相手国まで）・ＪＣＭの活用

実証事業の土木建設工事、設備
（機器）の輸送（国内）、実証運転

協力・部分
的に実施

パートナー国側が主体的に実
施する業務

日本側が主体的に実施する業務

主な作業分担

10／27
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◆パートナー国政府担当省庁とMOUを締結する意義

事業遂行上の信頼（パートナー国政府との友好的協力関係）の獲得

許認可・免税手続等（必要な場合）の着実な適用

技術普及セミナーや竣工・運開式等の共同開催等現地での共同普及活動

普及のための現地の政策支援（省エネラベル制度の導入・規格化等）

ＪＣＭ業務に関して、ＭＲＶ方法論やプロジェクト設計書（ＰＤＤ）のＪＣＭ合同委
員会での承認・登録に係る手続きの円滑化

不測の問題が発生した際の友好的解決 等

2. 事業の効率性

実証事業のマネジメントを委託先任せにするのではなく、ＮＥＤＯが相手
国の担当省庁と緊密な協力関係を構築して、事業全体の円滑な運営や
不測の問題の解決等について、適切にマネジメントしている。
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（単位：百万円）

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 合 計

予算額
５，０００

(２，５００※)
１，５００ ３，５１０ ６，０００ ３，０００ ２，４００

２１，４１０
(１８，９１０※)

執行額 ２，２００ １，３６２ ３８３ １，４２０ ８８７ ２，５５９ ８，８１１

2. 事業の効率性

平成２３～２８年度までの総予算２１４億円(実質１８９億円※)に対し、執行額は８８億円（４１％
→実質４６％）。

これは、制度開始・立ち上げ期における実証事業の執行遅延及び実証事業への移行をコミッ
トした大型案件が結果的に実証段階に移行しなかったこと等に起因するもの。

◆予算の執行実績

実現可能性調査による
制度開始前

制度開始・立ち上げ期
実証事業
本格化

年度別執行実績

※平成２３年３月に発生した東日本大震災への対応として、２５億円を国庫に返納 12／27



2. 事業の効率性

◆ＪＣＭプロジェクト実現可能性調査の実施

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 計
一次 二次 一次 二次

ＪＣＭプロジェクト
実現可能性調査

応募 １３８ ５３ ５５ ３７ ５４ ９ ２３ ２２ ３９１

採択 ２６ １４ ２１ ５ １８ ０ ８ ２ ９４

0

5

10

15

20

25

分野別案件数

ＪＣＭの制度開始前及び開始・立ち上げ期を中心に、合計９４件のＪＣＭプロジェクト実現可
能性調査を実施。

年度別採択件数
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２.事業の効率性

◆ＪＣＭ実証事業（１）～採択状況～

年度別採択件数

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 計
一次 二次 一次 二次

ＪＣＭ実証事業

応募 １ １０ ２ ４ ４ ３ ２４

採択 １ ５ １ ３ ２ １ １３

公募により応募のあった案件から合計１３件の採択。

平成２５年度中間評価において、役割・費用分担やＭＯＵ締結の準備等、実証事業に特化
した事前準備が不十分であったとの指摘を受けて、平成２６年度より実証事業を開始する前
に事前調査を行い、その結果について、事業化評価を行い、「適当」とされた案件のみ、実
証段階に移行できるように事業の見直し（ステージゲートの導入）を行った。

ステージゲートの導入 平成２６年度より導入

公募
採択審査
委員会

採択・
契約

実証前調査
事業化評価

委員会
契約 実証事業

実証設備設置後、
原則１年間のモニタリング
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２.事業の効率性

（参考）採択案件一覧（１）
Ａ：平成２９年度中に完了。 Ｂ：平成２９年度中に完了（但し、モニタリングは１年未満）。
Ｃ：平成３０年度予算を勘案しつつ、事業化評価を行い、適切であれば、実証事業に移行。

国 事業者 案件名 概要

モンゴル
（Ｂ）

日立製作所
省エネ送電システ
ム

省エネ型の送電線を導入するとともに、系統解析
の実施により、送電ロスの削減効果を実証

ベトナム
（Ａ）

三菱電機
三菱商事
三菱ＵＦＪモルガ
ンスタンレー証券

グリーンホスピタル

インバーターエアコンを国営病院に導入して連携
運転を行い、最適性を維持しつつ更なる効率化に
より、省エネによるＣＯ２排出削減と院内の空気改
善の効果を実証

ベトナム
（Ａ）

日比谷総合設備 低炭素ホテル
「エネルギー管理技術」「照明制御技術」「高効率
給湯技術」を導入することにより、ビル全体の省エ
ネ効果を実証

インドネシア
（Ｂ）

横河電機
石油精製プラント
運転制御最適化

石油精製プラントで原油を蒸留、分解する各装置
の運転を最適化することにより省エネ効果を実証

インドネシア
（Ｂ）

アズビル
動力プラント運用
最適化

石油精製プラントのボイラー、タービン等の設備の
運用を連携させて最適化することにより、工場全
体の省エネ効果を実証
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国 事業者 案件名 概要

ラオス
（Ａ）

ＩＩＪ
豊田通商
三菱ＵＦＪモルガ
ンスタンレー証券

省エネ
データセンター

ビエンチャンに、コンテナに個々の要素を実装した
モジュール型データセンターを設置し、省エネ効果
を実証

ベトナム
（Ｂ）

スタンレー電気 省エネＬＥＤ漁灯
中部地区の漁船に、独自開発した高効率・高耐久
な特殊ＬＥＤ技術を導入し、省エネ化を実証

インドネシア
（Ｂ）

ＫＤＤＩ
携帯電話基地局
トライブリッド

独自開発した電力制御技術「トライブリッドシステ
ム」（太陽光・蓄電池／ディーゼル発電／系統）を
携帯基地局に導入し、無電化地域又は不安定電
化地域における電力安定供給・省エネ効果を実証

モルディブ
（Ｃ）

駒井ハルテック
東光高岳
東京電力

中型風力＋再生可
能エネルギー管理
システム

国内電力の９９％をディーゼル発電に依存してい
るモルディブで、現地の系統・電力需要等の条件
に適した中型風力発電機と再生可能エネルギーッ
管理システムで構成される電力供給システムを導
入し、再エネ出力制御の適応性、系統への影響
評価検証を実施

（参考）採択案件一覧（２）

２.事業の効率性

Ａ：平成２９年度中に完了。 Ｂ：平成２９年度中に完了（但し、モニタリングは１年未満）。
Ｃ：平成３０年度予算を勘案しつつ、事業化評価を行い、適切であれば、実証事業に移行。
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２.事業の効率性

◆ＪＣＭ実証事業（２）～的確なプロジェクト・マネジメント～

実証事業

ＪＣＭ方法論
登録

プロジェクト
申請・審査

設計・製作・搬入・設置 運転・実証

モニタリング

TPEによる
削減量の検証

クレジット
発行申請

クレジット
発行

ＭＯＵ／ＩＤ
締結

プロジェクト
登録

実証
業務

ＪＣＭ
業務

①ＭＯＵ／ＩＤ締結遅延
・ＮＥＤＯ事業に不慣れな省庁・部局

・事業終了後の資産利用法に係る交渉長
期化

②輸入手続遅延
・免税手続の不透明性
・相手国側免税手続の遅延

③合同委員会（ＪＣ）手続の遅延

・パートナー国側の手続・スケジュー
ルの不確実性
・ＪＣＭとしての事業推進体制の構築

○ＭＯＵ・ＩＤを締結した所管省庁や協力機関の長への直接交渉や、ＮＥＤＯが有する現地コネクションや海外事務所
を駆使した関係機関からの情報提供・支援取り付けによる、手続の把握とスピードアップ。

○ＮＥＤＯプロジェクトチーム、委託先、経済産業省の緊密な連携による相手方への重層的な説明・フォローアップ。

○ステアリングコミッティ・ワーキンググループの設置と運用による進捗管理とリアルタイムのトラブルシューティング

☆案件数の多いベトナム・インドネシアにてそれぞれ３件の実証をスタート、これら２カ国ではＪＣＭを本格稼働させる
環境が整った。

☆ベトナム・インドネシアでの事例が他国での組成にも良い影響を与えており、制度立ち上げ期を脱しつつある。

☆平成２７～２８年度に、ＪＣＭパートナー国としてタイ・フィリピンが加わり、事業組成の厚みが増した。

立ち上げ期の遅延とその要因

解決手段（○）と成果（☆）
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２.事業の効率性

◆ＭＲＶ適用調査

年度別採択件数

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 計

ＭＲＶ適用調査
応募 １ ２ ２ ２ ７

採択 １ １ ０ １ ３

民間資金等により地球環境問題への貢献を志向する事業者に対するＪＣＭプロジェクト化に
よる削減効果等の「見える化」の支援措置として、設備支援に限定しない（リソース・ニーズ
の多様化への）対応として取り組んでおり、これまで３件を採択し、１件終了、２件実施中。

調査 方法論承認
プロジェクト

登録
モニタリング 検証

クレジット発行
（ｔＣＯ２/年）

バングラデシュ：ＣＣＧＴ発電
（終了）

８００，０００

ベトナム：エココンビニ
（実施中）

６０

ケニア：マイクロ水力
（実施中）

８２

ＮＥＤＯ事業として検証まで実施

採択案件の実施状況

断念
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３.事業の有効性

◆ＪＣＭプロジェクト実現可能性調査の成果

ＮＥＤＯ ＪＣＭ実証事業やＭＲＶ適用調査、調査深堀のための継続調査に進んだ案件は、
２３件。

環境省設備補助事業に進んだ案件も含め３５件（３７％）がＪＣＭ事業化中。

さらに、その他施策による事業化や民間案件として事業化した案件を含めると５７件（６０％）
が次段階に進展している。

※ＪＣＭ実証事業は、①技術実証要素が必要②同一案件は一事業のみしか認めない（同国
内はもとより他国でも２号案件以降は対象外）③普及性重視の採択要件があり、単発の設
備導入だけでは対象にならないことから、調査の進路としては狭き門となる。
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3.事業の有効性

◆ＭＲＶ適用調査の成果

第１号案件は、ＪＣＭプロジェクトとしての登録は断念せざるを得なかったが、ＮＥ
ＤＯ事業として検証まで実施し、 ８０万ｔ-ＣＯ２ ／年の削減量を確認。２号案件及
び３号案件は、ＪＣＭプロジェクトとして登録され、相応の削減量を確認する予定。

特に、第３号案件については、ＵＮＩＤＯのプログラムと連携して実施する事業とし
て組成されており、国費投入費用を最小化しつつ、本事業目的を達成する新たな
事業形態を開拓すると共に、ＵＮＩＤＯと協力して、双方の事業報告会の他、VEF
（Vienna Energy Forum）、ICEF(Innovation for Cool Earth Forum)、COP等の

国際会議において、本事業のＰＲも含めた地球環境問題に関する啓発活動も展
開。
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3.事業の有効性

◆ＪＣＭ実証事業の成果

８件の実証事業を実施中であり、８件の低炭素技術の事業実施国における有効性を実
証。

方法論については、6件が各国合同委員会で承認済であり、残り２件についても承認
手続き中である等ＪＣＭ制度の推進に貢献。

実証後の当該国における実証技術の普及を重視した採択を実施。案件採択時の審査
において、８件の実証事業終了時の削減量は、合計２７，４０６ｔ-ＣＯ２ ／年であるが、

事業者のその後の普及努力により、実証事業終了後５年間の累積削減量は、１，１４０，
０００ｔ-ＣＯ２ となる見込み。

MOUを締結した担当省庁と対象技術の普及に係る協議を行い、普及に向けた政策的

な取り組みを共同で推進したり（例：省エネラベル制度に係る設備導入と技術者トレー
ニング、特殊ＬＥＤ漁灯の規格化等）、地球環境問題解決への先導的な取り組みを実
施（例：フロン回収・破壊実務・トレーニング、セミナー開催）。この他、事業の節目に開
所式等（病院へのルームエアコンシステム、ホテルへの省エネ機器・ＢＥＭＳ（建物用エ
ネルギー管理システム）、省エネデータセンター等）を開催し、事業の普及に貢献。
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国 案件名 技術実証要素

モンゴル
省エネ送電
システム

寒暖差の大きい気象条件に合わせた高効率・低電力損失送電システムのモンゴル国へ
の適応性検討

ベトナム
グリーン

ホスピタル
インバーターエアコンと全熱交換換気扇を融合する、現地仕様のエネルギーマネジメント
システム技術の開発

ベトナム 低炭素ホテル
ＢＥＭＳ、給湯システム、高効率機器導入といった省エネ活動ツールをベースに同国にて
普及可能な仕様を開発

インドネ
シア

石油精製プラ
ント運転制御

最適化

遠隔運転制御装置である分散制御システム（ＤＣＳ）に、多変数モデル予測制御をアドオ
ンし、石油精製プロセスで生じ得る加熱炉の非効率な加熱が起こる前に回避操作を実施
し、省エネ・CO2排出量最少の最適運転点近傍での運転を実現できる自動最適化制御の
実証と、現地技術者へのトレーニングを実施

インドネ
シア

動力プラント
運用最適化

事業所内の性能の異なる蒸気ボイラーを連携制御し、所内全体効率が最大化するよう
各機器の負荷を最適化する

ラオス
省エネデータ

センター

高温多湿・大量の埃、不安定な電力供給といった、 従来、設置には適さないと思われて

いた環境に、小規模から設置可能なコンテナを利用したデータセンターモジュールを設
計・製作し、省エネルギー型のデータセンターの建設と安定運転の実証を行う

ベトナム
省エネＬＥＤ

漁灯

新技術ＣＯＢ（チップ・オン・ボード：多数のＬＥＤチップを基板に直接実装した構造）モ
ジュールを搭載した高耐久性特殊ＬＥＤ漁灯を開発・導入し、漁船の省エネ化及び作業
の改善を実現

インドネ
シア

携帯電話
基地局

トライブリッド

①グリッド、②太陽光、③蓄電池の電力を携帯基地局の電力負荷と電力供給状態に応じ
て制御し、独立電源であるディーゼル発電機の利用を抑制することで高い
省エネルギーを実現。

（参考）８案件の技術実証要素

3.事業の有効性
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•２０１４年からベトナムで始まった省エネラベル
制度に連動。新たな性能評価方式（ＣＳＰＦ）の
採用に当該実証事業が貢献。

•ＪＩＣＡの省エネルギーラベル基準認証制度運用
体制強化プロジェクトと協同し、情報共有やキャ
パビルを行った

（参考）相手国政府との政策連携

３.事業の有効性

•インバーターエアコンの導入に伴い、廃棄される
旧式エアコン３００台から、冷媒として使われて
いるフロンを回収し、ベトナム国内のセメント工
場で破壊することに成功。

•ベトナム国内でフロンガスを破壊した初めての
事例となる。

•ベトナムは、オゾン層破壊だけでなく地球温暖
化にも大きな影響を及ぼす特定フロンの適切な
処置の重要性を強く認識しており、ＮＥＤＯの取
り組みは先進的な事例であるとして、本事業の
協力先である商工省や地球環境問題を所管す
る天然資源環境省が高く評価。

フロン回収装置（写真中央の
緑・黄色の装置）を使用してエ
アコン内のフロンを回収

回収したフロンをセメント工場
のキルンに注入し、破壊

（１）ベトナム・グリーンホスピタル
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ＬＥＤ漁灯
取り付け作業

３.事業の有効性

•ベトナム政府の第一次産業ハイテク化政策に
連動。本政策に基づく同国既存のハイテク技
術への支援制度に適用できるよう、特殊ＬＥＤ
漁灯のガイドラインを作成中。特殊ＬＥＤ漁灯シ
ステムによる漁業の近代化を目指す。

•最終的に、技術／規格化／認証制度で高品質
製品を展開し、粗悪品の流通を排除

ガイドラインの作成

• ＬＥＤ漁灯の漁船への付け方

• ＬＥＤ漁灯の販路

既存支援制度の活用

• 作成したガイドラインに基
づいて調達、施行された
ＬＥＤ漁灯設置支援

規格化を目指す

• ＬＥＤ漁灯

• 施工方法
• 試験方法

（参考）相手国政府との政策連携

（２）ベトナム・省エネＬＥＤ漁灯
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広報実績等

◇ベトナムにおける二国間クレジット制度（ＪＣＭ）のプロジェクトが登録されました！
～LowCarbonHotel（低炭素ホテル）普及促進プロジェクト～
（平成２８年６月１５日経済産業省プレスリリース）

◇ラオスで省エネルギー型データセンターの実証を開始
―従来型データセンターに比べ電力消費量４０％削減目指す―
（平成２８年１１月３０日ＮＥＤＯプレスリリース）

◆成果の普及

３.事業の有効性
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３.事業の有効性

◆現地での報道状況

プロジェクト紹介
（ＤＯＳＴ機関誌）

▼ベトナム国営病院における省エネ／環境改
善によるグリーンホスピタル促進事業

•ベトナム国内初のフロン破壊の様子や、それに伴って
開催されたフロン処理セミナーの様子が現地メディア
が多数報道。

フロンセミナー報道
（Enternews.vn）

フロン破壊報道
（国営放送ＶＴＶ１）

▼新技術ＣＯＢを搭載した特殊ＬＥＤ照明機器
による省エネ化及び船上作業改善事業

•プロジェクト運営委員会の様子を現地メディアが報
道。

•カウンターパートであるクアンチー省科学技術局
（ＤＯＳＴ）の機関誌にプロジェクト紹介記事掲載。
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我が国が提唱してきたＪＣＭについては、地球温暖化対策の一つとして位置付けられており、
ＮＥＤＯの知見・経験を活かせる分野であり、引き続き取り組み、貢献していきたい。

事業の効率性や有効性については、優れた技術の普及がカギとなる。そのために、①普及意
欲が高く、事業展開を協力に推し進める事業者・事業の採択②相手国において当該技術の
普及に資する制度（省エネラベル制度）整備や規格化（省エネ漁灯等）の推進は重要であり、
それを相手国政府機関と協力して進められる関係を構築できたことは大きな成果。

ＭＯＵ/ＩＤによる二国間事業としての枠組みは、立ち上がるまでをいかに早くするかが課題だ
が、実施中には、極めて高い効果を発揮。NEDOがプロジェクトオーナーとしてパートナー国

政府との信頼関係を構築し、企業単独では解決できない問題を解決・緩和しつつ、事業を実
施するのは本委託事業の強みであり、このメリットは維持していきたい。

他方、実証事業とはいえ、1件あたりの削減効果が必ずしも大きくないため、今後はシステム・

インフラ型事業の発掘・組成強化による、規模の拡大、費用対効果の改善（国費の依存度合
の低減）が課題。

また、ＮＥＤＯＪＣＭ実証の制度設計は、他の推進事業との違いが明確でなく、応募しにくいと
の声もあった。今後、地球温暖化対策に係る事業を設計・推進する際には、事業者が理解し
やすくなるように工夫が必要。

（まとめ）
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